
せいふう会会則 
第１条 本会は、岐阜工業高等専門学校電子制御工学科の同窓会であって、せいふう会と 
    称する。 
第２条 本会は，会員相互の親睦と向上を図り，岐阜工業高等専門学校電子制御工学科の 
    発展に資することを目的とする。 
第３条 本会は、第２条の目的を達成するために、次の事業を行う。 
    １．会員相互の親睦・連絡に関すること。 
    ２．会員名簿の発行に関すること。 
    ３．岐阜工業高等専門学校との連絡に関すること。 
    ４．若鮎会との連携・連絡に関すること。 
    ５．その他必要と認められる事業。 
第４条 本会は、次の会員をもって組織する。 
    １．正会員 ：岐阜工業高等専門学校電子制御工学科卒業生および岐阜工業高等 
           専門学校電子制御工学科に在籍したもので幹事会の承認を受けた 
           者。 
    ２．特別会員：岐阜工業高等専門学校電子制御工学科の現教官・旧教官および幹 
           事会で承認を受けた者。 
第５条 本会には次の役員をおく。 
    会長（１名）、副会長（１名）、会計（１名）、会計監査（１名）、理事（１名） 
    幹事（卒業年次毎２名） 
第６条 役員の選出は次の通りとする。 
    １．会長、副会長、会計、会計監査は、前任役員の互選による。 
    ２．理事は前任の会長とする。 
    ３．幹事は、卒業年次毎に２名を、当該年次の会員により選出する。 
第７条 役員は次の任務を行う。 
    １．会長は、本会を代表し、会務を統括する。 
    ２．副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 
    ３．会計は、本会の経理を取り扱う。 
    ４．会計監査は、本会の会計書類を監査する。 
    ５．理事は前任の会長とし、会長を補佐する。 
    ６．幹事は、年次毎の会を統括するほか、本会の事業の遂行に協力するとともに 
      幹事会を構成する。 
第８条 役員の任期は２年とし、連続した再任を認めない。 
第９条 本会に事務局をおく。 
第１０条 総会は、会長または幹事会が必要と認めたとき臨時にこれを開くことができる。 
第１１条 役員会を原則として隔年に１回これを開く。臨時幹事会は、会長が必要と認め



たときこれを開く。 
第１２条 役員会は、次の事項を審議決定する。 
     １．事業および会計報告。 
     ２．事業計画。 
     ３．役員の引き継ぎ。 
     ４．会則の変更。 
     ５．その他重要な事項。 
第１３条 本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。 
     会員は会費（終身会費５０００円）を卒業に先立って、納入するものとする。 
     ただし特別会員からは、これを徴収しない。 
第１４条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
 
本会則は平成５年３月４日制定 
本会則は平成９年３月２９日一部改訂 
本会則は平成１５年１１月２日一部改訂 
 
備考： 
１．平成１５年１１月２日の幹事会により、平成１５年以降の役員は次のように決定され

た。 
   会  長：松村 敬光（第４回生） 
   副 会 長：橋本 知也（第６回生） 
   会  計：北川 輝彦（第９回生） 
   会計監査：鍵井 清幸（第１０回生） 
３．年度別幹事の構成 
  第 １回生：平成 ５年３月卒（1993）、村山  聡(63D36)、秋元  力(63D01) 
  第 ２回生：平成 ６年３月卒（1994）、波岡  誠(01D29)、伊神 明浩(01D03) 
  第 ３回生：平成 ７年３月卒（1995）、加藤 雅規(02D11)、小島美知代(02D14) 
  第 ４回生：平成 ８年３月卒（1996）、金子  篤(03D10)、松村 敬光(03D33) 
  第 ５回生：平成 ９年３月卒（1997）、岩崎 崇博(04D05)、藤田 直樹(04D31) 
  第 ６回生：平成 10年３月卒（1998）、橋本 知也、平田 高志 
  第 ７回生：平成 11年３月卒（1999）、加地 晃継、河合 宏紀 
  第 ８回生：平成 12年３月卒（2000）、梅田 将満、岡田 万基 
  第 ９回生：平成 13年３月卒（2001）、浅野 博紀、北川 輝彦 
  第 10回生：平成 14年３月卒（2002）、鍵井 清幸、浅野 実香 
  第 11回生：平成 15年３月卒（2003）、河原 健司、藤田 美里 


